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議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
介
護
施
設
の
人
員
配
置
基
準
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
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を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
介
護
施
設
の
人
員
配
置
基
準
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
六
月
二
十
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
五
二
〇
号
）
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
な
取
組
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
施
設
に
お
い
て
、
三
対
一
に
近
い
人
員
配
置
で
身
体
拘
束
を
行
わ
ず
に
介
護
を
行
う
こ
と
が
可
能
に

な
る
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
調
査
研
究
の
対
象
に
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
等
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。


